
資料１ 

県有施設への再エネ設備導入（PPA 方式）による 

電力供給事業に係る事業者選定等委員会設置要綱 

 
（設置） 

第１条 県有施設への再エネ設備導入（PPA方式）による電力供給事業に係る事業者を選定

するに当たり、適切かつ公正な審査を行うため、県有施設への再エネ設備導入（PPA方式）

による電力供給事業に係る事業者選定等委員会（以下「審査委員会」という。）を設置す

る。 
 

（業務） 

第２条 審査委員会の業務内容は、次のとおりとする。 

 （１）電力供給事業に関する企画提案書の審査 

（２）太陽光発電設備の設置及び売電業者の選定 

（３）その他必要と認められる事項 

 

（組織） 

第３条 審査委員会は、別紙名簿に記載された者をもって構成する。 

２ 審査委員会には、委員長を置く。 

３ 委員長は、新価値・地域創造推進局地域エネルギー推進課長を充てる。 

４ 委員長は、会務を総括する。 

 

（会議） 

第４条 審査委員会は、委員長が招集し、主宰する。 

２ 審査委員会は、委員の過半数の出席により成立する。 

３ 審査委員会の議事は、委員の過半数をもって決するものとする。可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

４ 委員長が必要と認めたときは、持ち回りにより審査を行う。 

 

（会議の非公開） 

第５条 審査委員会の会議は、公開しない。 

 

（事務局） 

第６条 審査委員会の事務局は、新価値・地域創造推進局地域エネルギー推進課に置く。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

定める。 

 

附 則 この要綱は、令和７年４月２８日から施行し、最終審査結果通知日をもって廃止

する。 
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（別紙）                
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